
別紙 

＜質疑及び同等品申請について＞ 

 

（１－１）設計図書等に対する質疑がある場合は、次のとおりメールで送信すること。 

     ア 質疑日時 令和６年６月１１日（火）午前１１時まで 

     イ 送信先  学務保健課 メール：gakuho@city.katano.osaka.jp 

                  電 話：072-810-8011 

            ※質疑を行った者は、必ず電話で着信確認を行うこと。 

（１－２）同等品申請を行う場合は、別添の同等品申請書と併せて必要書類を次のとおり 

     メールで送信すること。同等品により入札参加を希望する者は、必ず同等品申請 

を行うこと。 

ア 同等品申請締切日時 令和６年６月１１日（火）午前１１時まで 

イ 送信先       学務保健課 メール：gakuho@city.katano.osaka.jp 

                  電 話：072-810-8011 

            ※同等品申請を送信した者は、必ず電話で着信確認 

を行うこと。 

（２）質疑及び同等品申請に対しては、次のとおり回答する。 

   ア 回答日時  令和６年６月１４日（金）午後３時以降 

           ※質疑が無い場合には、回答日時より前にその旨を掲載する 

場合がある。 

     イ 回答方法  市ホームページにて回答を掲載。 

             ※自らの質疑及び同等品申請が反映されているか、必ず確認 

すること。なお、同等品と認められなかった物品をもって、 

入札することはできないので、注意すること。 
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